
様式１ 

 

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間 

 

処 分 の 名 称 幼保連携型以外の認定こども園の認定 

根拠条例･規則等名 
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律 

条 項 第３条第１項、第３項 

所 管 部 課 子ども未来局 子育て未来部 のびのび安心子育て課（電話：048-829-1868）

審

査

基

準 

基 準 

（未設定の場

合 は そ の 理

由） 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律第３条第５項及び別添「さいたま市幼稚園

型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認

定こども園の認定の用件を定める条例」に掲げる基準。 

設定等年月日 平成 30 年３月 26 日設定 令和７年４月 25 日最終改正 

標

準

処

理

期

間 

期 間 

（未設定の場

合 は そ の 理

由） 

未設定 

（事実関係の認定に難易差があり、設定が困難であるた

め） 

設定等年月日     年 月 日設定     年 月 日最終改正 

備 考  

 
















